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宇治市条例第    号 

   宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条

例 

 宇治市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１２年宇治市条例 

第２０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第１号の２中「１１７，１００円」を「１１９，４４０

円」に、「、８８，７００円」を「、９０，４７０円」に、「１４

０，０００円」を「１４２，８００円」に、「、１００，１００円

」を「、１０２，１００円」に、「１６２，８００円」を「１６６

，０５０円」に、「、１１１，６００円」を「、１１３，８３０円

」に、「１８５，７００円」を「１８９，４１０円」に、「、１２

３，０００円」を「、１２５，４６０円」に、「２２１，９００円

」を「２２６，３３０円」に、「、１３９，６００円」を「、１４

２，３９０円」に、「２９４，７００円」を「３００，５９０円」

に、「、１７６，０００円」を「、１７９，５２０円」に、「５４

１，３００円」を「５５２，１２０円」に、「、２９７，６００円

」を「、３０３，５５０円」に改める。  

別表第３第３号イの表中「に規定する」を「第１５条第１項に規

定する」に、「                          

３００平方メートル

以上２，０００平方

メートル未満のもの 

３７６，０００円（適合

証が添付されている場合

は、２８，０００円）  

                             」  

を「                        に改め、同  

３００平方メートル

以上１，０００平方

メートル未満のもの  

２９１，０００円（適合

証が添付されている場合

は、１７，０００円）  

１，０００平方メー

トル以上２，０００

平方メートル未満の  

３７６，０００円（適合

証が添付されている場合

は、２８，０００円）  



もの  

                      」  

表の備考第２項中「３７６，０００円」を「２９１，０００円」と

あるのは「１１４，０００円」と、「３７６，０００円」に改める

。  

別表第４中



「                                              を  

建築物の非住宅部分に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額  

３００平方メートル未満のもの  ２３１，０００円（当該建築物が認定を受けた建

築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第２９条

第３項に規定する他の建築物（以下この号及び第

３号において「他の建築物」という。）である場

合は、１０，０００円）  

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  

３７４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

５３３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

６５７，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

７７６，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

８８５，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２０５，０００円）  



５０，０００平方メートル以上のもの  １，１０４，０００円（当該建築物が他の建築物

である場合は、２８７，０００円）  
 

建築物の非住宅部分に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分に応じ同表に定める額に、別表第

１第４号に規定する額を加算した額  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

１０８，０００円  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

１４１，０００円  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

１６９，０００円  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

１９９，０００円  

５０，０００平方メートル以上のもの  ２５７，０００円  

 
 

建築物の非住宅部分に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分に応じ、同表に定める額  

３００平方メートル未満のもの  ２３１，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１０，０００円）  



３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの  

３７４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

５３３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

６５７，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

７７６，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

８８５，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２０５，０００円）  

５０，０００平方メートル以上のもの  １，１０４，０００円（当該建築物が他の建築物

である場合は、２８７，０００円）  
 

 

                                             」  

「                                              に  

建築物の非住宅部分に係るア及びイの表に掲げる部分の床面積の合計の区分に応じ、当該ア及び  

イの表に定める額を合算した額  

ア  工場等（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通



省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第１号に規定する工場等をいう。以下この

号から第３号までにおいて同じ。）の用途に供する部分の床面積の合計  

３００平方メートル未満のもの  ２４，０００円（当該建築物が認定を受けた建築

物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律第３４条第

３項に規定する他の建築物（以下この号及び第３

号において「他の建築物」という。）である場合

は、１０，０００円）  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

３２，０００円（当該建築物が他の建築物である

場合は、１７，０００円）  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

４４，０００円（当該建築物が他の建築物である

場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

１０４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

１５３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

１８９，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  



２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

２３４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２０５，０００円）  

５０，０００平方メートル以上のもの  ３２４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８７，０００円）  

イ  ア以外の部分の床面積の合計  

３００平方メートル未満のもの  ２３１，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１０，０００円）  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

２９０，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１７，０００円）  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

３７４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

５３３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

６５７，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

７７６，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  

２５，０００平方メートル以上５０， ８８５，０００円（当該建築物が他の建築物であ



０００平方メートル未満のもの  る場合は、２０５，０００円）  

５０，０００平方メートル以上のもの  １，１０４，０００円（当該建築物が他の建築物

である場合は、２８７，０００円）  

 
 

建築物の非住宅部分に係るア及びイの表に掲げる部分の床面積の合計の区分に応じ当該ア及びイ  

の表に定める額を合算した額に、別表第１第４号に規定する額を加算した額  

ア  工場等の用途に供する部分の床面積の合計  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

１２，０００円  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

１７，０００円  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

４３，０００円  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

６６，０００円  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

８１，０００円  

２５，０００平方メートル以上５０， １０１，０００円  



０００平方メートル未満のもの  

５０，０００平方メートル以上のもの  １４０，０００円  

イ  ア以外の部分の床面積の合計  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

５１，０００円  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

６７，０００円  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

１０８，０００円  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

１４１，０００円  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

１６９，０００円  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

１９９，０００円  

５０，０００平方メートル以上のもの  ２５７，０００円  

 
 

建築物の非住宅部分に係るア及びイの表に掲げる部分の床面積の合計の区分に応じ、当該ア及び  



イの表に定める額を合算した額  

ア  工場等の用途に供する部分の床面積の合計  

３００平方メートル未満のもの  ２４，０００円（当該建築物が他の建築物である

場合は、１０，０００円）  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

３２，０００円（当該建築物が他の建築物である

場合は、１７，０００円）  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

４４，０００円（当該建築物が他の建築物である

場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

１０４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

１５３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

１８９，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

２３４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２０５，０００円）  

５０，０００平方メートル以上のもの  ３２４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８７，０００円）  
 



イ  ア以外の部分の床面積の合計  

３００平方メートル未満のもの  ２３１，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１０，０００円）  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

２９０，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１７，０００円）  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの  

３７４，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２８，０００円）  

２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のもの  

５３３，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、８２，０００円）  

５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のもの  

６５７，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１３０，０００円）  

１０，０００平方メートル以上２５，

０００平方メートル未満のもの  

７７６，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、１６４，０００円）  

２５，０００平方メートル以上５０，

０００平方メートル未満のもの  

８８５，０００円（当該建築物が他の建築物であ

る場合は、２０５，０００円）  

５０，０００平方メートル以上のもの  １，１０４，０００円（当該建築物が他の建築物

である場合は、２８７，０００円）  
 

 



                                             」  

、「                                           を  

３００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のもの 

３７６，０００円（適合証が添付されている場合

は、２８，０００円）  

                                           」  

「                                           に改め、  

３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のもの  

２９１，０００円（適合証が添付されている場合

は、１７，０００円）  

１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のもの 

３７６，０００円（適合証が添付されている場合

は、２８，０００円）  

                                          」



同表の備考第３項を次のように改める。  

３  基準省令第１条第１項第１号ロに規定する基準に適合すること

により適合性判定を受ける場合における第１号及び第３号の規定

の適用については、これらの号中「２４，０００円」とあるのは

「２０，０００円」と、「３２，０００円」とあるのは「２７，

０００円」と、「４４，０００円」とあるのは「３９，０００円

」と、「１０４，０００円」とあるのは「９７，０００円」と、

「１５３，０００円」とあるのは「１４６，０００円」と、「１

８９，０００円」とあるのは「１８１，０００円」と、「２３４

，０００円」とあるのは「２２４，０００円」と、「３２４，０

００円」とあるのは「３１２，０００円」と、「２３１，０００

円」とあるのは「８９，０００円」と、「２９０，０００円」と

あるのは「１１３，０００円」と、「３７４，０００円」とある

のは「１４８，０００円」と、「５３３，０００円」とあるのは

「２４０，０００円」と、「６５７，０００円」とあるのは「３

１３，０００円」と、「７７６，０００円」とあるのは「３７６

，０００円」と、「８８５，０００円」とあるのは「４４２，０

００円」と、「１，１０４，０００円」とあるのは「５７２，０

００円」とする。 

 別表第４の備考第４項中「３７６，０００円」を「２９１，００ 

０円」とあるのは「１１４，０００円」と、「３７６，０００円」 

に改め、同表の備考第６項第２号イ中「第３０条第１項」を「第３ 

５条第１項」に改める。 

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表第

１の改正規定は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日



前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に

伴い、所要の改正を行うものであります。  


